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◇お問合わせ先
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　住宅・土地統計調査は、５年ごとに我が国の住宅
とそこに居住する世帯の居住状況、世帯の保有する
土地等の実態を把握し、その現状と推移を明らかに
する調査です。
　この調査の結果は、住生活基本法に基づいて作成
される住生活基本計画、土地利用計画などの諸施策
の企画、立案、評価等の基礎資料として利用されて
います。
　調査対象となった世
帯には、統計調査員が
おたずねしますので、
調査へのご理解、ご協
力をお願いします。
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※調査対象となった世帯とは、国が指定した調査区から、抽出さ
れた世帯です。

　同じ調査区内でも、調査対象となる、ならない場合があります。
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　秋の行政相談週間にあわせて、次のとおり
特設行政相談所を開設しますので、お気軽に
お越しください。

������

　①本別中央会館
　　１０月２１日（火）１３：３０～１５：３０
　②鹿部中央公民館
　　１０月２２日（水）１３：３０～１５：３０

　なお、函館行政評価分室においても、行政
相談を受付しております。

�������	
�

　住　所：函館市新川町２５－１８
　　　　　函館地方合同庁舎内
　電　話：０１３８－２３－０９０９
　ＦＡＸ：０１３８－２３－０９１９
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◆国道２７８号擁壁設置に伴う配水管移設工事　　（平成２０年１１月完成予定）

◆国道２７８号配水管（石綿管）布設替工事　　　（平成２０年１２月完成予定）

◆町道本別東５号線排水整備工事　　　　　　（平成２０年１０月完成予定）

◆はまなす団地屋根改修工事　　　　　　　　（平成２０年１１月完成予定）

◆小学校遊具設置工事　　　　　　　　　　　（平成２０年１２月完成予定）

◆幼稚園園庭遊具購入　　　　　　　　　　　（平成２０年１２月購入予定）
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　鹿部町は、皆さまからの「ふるさとしかべ応援寄附金」をお受けするにあたり、「寄附申込書」の
ご提出のない方に納入のご案内を行うことはありませんので、寄附の強要や詐欺行為には十分ご注
意ください。
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今
年
度
か
ら
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

こ
の
制
度
は
「
ふ
る
さ
と
」
を
想
う
納
税
者
の
皆
さ
ま
が
自
ら
の
意
思
で
納
税

（
寄
付
）
対
象
を
選
択
し
、
地
方
団
体
が
そ
の
想
い
に
応
え
ら
れ
る
施
策
に
活
か

し
て
い
く
こ
と
で
、
地
域
の
活
性
化
は
も
と
よ
り
、
地
方
自
治
へ
の
関
心
を
高
め

て
も
ら
う
制
度
で
す
。

　

鹿
部
町
で
は
、『
ふ
る
さ
と
し
か
べ
応
援
寄
附
金
』
を
創
設
し
、
ま
ち
づ
く
り

の
貴
重
な
財
源
と
し
て
活
用
し
ま
す
。
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皆
さ
ま
か
ら
い
た
だ
い
た
寄
附
金
は
、
次
の
六
つ
の
施
策
に
活
用
し
ま
す
。

　

寄
附
を
申
し
込
み
す
る
際
に
ど
の
事
業
に
使
っ
て
欲
し
い
か
指
定
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　
　

①
教
育
、
ス
ポ
ー
ツ
及
び
文
化
・
芸
術
の
振
興
に
関
す
る
事
業

　
　

②
健
康
、
福
祉
及
び
医
療
の
充
実
に
関
す
る
事
業

　
　

③
地
域
産
業
の
振
興
に
関
す
る
事
業

　
　

④
地
域
防
災
に
関
す
る
事
業

　
　

⑤
自
然
環
境
保
全
に
関
す
る
事
業

　
　

⑥
町
長
に
お
任
せ
の
事
業
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本
町
指
定
の
寄
附
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、
総
務
・
防
災
課
企
画

振
興
室
ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
提
出
方
法
は
、
持
参
、
郵
送
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
メ
ー

ル
の
い
ず
れ
の
方
法
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

　

寄
附
金
申
込
書
は
、
申
し
出
い
た
だ
け
れ
ば
郵
送
し
ま
す
。
ま
た
、
町
ホ
ー
ム

ぺ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
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寄
附
金
の
納
入
は
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
お
願
い
し
ま
す
。

　

①
町
指
定
の
払
込
書
に
よ
る
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
ま
た
は
郵
便
局
で
の

　
　

納
入

　

②
役
場
へ
の
現
金
持
参

　

③
現
金
書
留
で
の
納
入

　
　

た
だ
し
、
郵
送
料
に
つ
い
て
は
、
寄
附
者
の
負
担
と
な
り
ま
す
。

　

④
銀
行
等
か
ら
の
振
込
み
に
よ
る
納
入

　
　

振
込
み
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
別
途
、
口
座
番
号
等
を
お
知

　

ら
せ
し
ま
す
。
た
だ
し
、
振
込
手
数
料
は
寄
附
者
の
負
担
と
な
り

　

ま
す
。 �

�
�
�
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（１）寄附を行った場合、寄附金のうち５千円を超える部分について、所得税や住民税が控除されます。
　　　○所得税（寄附金－５，０００円）×所得税率（５～４０％）
　　　○住民税　次の①と②の合計額
　　　　①基本控除額（寄附金－５，０００円）×　１０％（住民税率）
　　　　②特別控除額（寄附金－５，０００円）×〔９０％－所得税率（５～４０％）〕
　　　
　　　※所得税の控除対象は、総所得金額の４０％、住民税の控除対象は、総所得金額の３０％が限度額になりま
　　　　す。
　　　※所得税率は所得に応じて５～４０％となります。
　　　※住民税の特別控除額については、住民税所得割額の１０％が限度額になります。
　　　※この控除制度を受けるためには、所在地の所轄税務署で所得税の確定申告の手続きが必要です。確定
　　　　申告をしますと寄附された年分の所得税還付と翌年度分の個人住民税の税額控除が受けられます。

（２）寄附金控除の具体的計算例
　　　〔年収７００万円　夫婦子２人　　所得税率１０％　　住民税率１０％　　寄附額４万円の場合〕
　　　　　　　　所得税と住民税、合わせて３５，０００円が軽減されます。

　　　　【所得税控除】　　　　　　（４０，０００円－５，０００円）×　１０％　　　　＝ ３，５００円
　　　　【住民税控除】基本控除額（４０，０００円－５，０００円）×　１０％　　　　＝ ３，５００円
　　　　　　　　　　　特別控除額（４０，０００円－５，０００円）×（９０％－１０％）＝２８，０００円
　　　　　　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　寄附金控除対象額　３５，０００円
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　平成１９年６月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布され、地方公共団体は毎年度、健全化
判断比率及び資金不足比率を監査委員の審査に付した上で議会に報告するとともに、住民に対し公表すること
が義務付けられました。
　地方公共団体は、健全化判断比率により「健全」「早期健全化」「財政再生」の３つの段階に区分され、「早期
健全化」や「財政再生」段階になった場合には、それぞれの計画に従って財政健全化を図ることになります。
　また、地方公営企業についても経営健全化の計画を策定し、おおむね早期健全化に準じた方法で健全化を図
ることになります。
　なお、指標の公表は平成１９年度決算から、財政健全化計画の策定の義務付け等は平成２０年度決算から適用と
なります。
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※赤字額がないため、実質赤字比率と連結実質赤字比率は「－」と表示しております。また、将来負担が見込
まれる金額よりも、それに充当することができる財源のほうが大きいため、将来負担比率についても「－」
と表示しております。
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１　対　　　象　　①接種日において満６５歳以上の方。及び、満６０歳以上６４歳までの方で心臓疾患、腎臓疾患、
呼吸器疾患等の内部障害で身体障害者手帳１級をお持ちの方

　　　　　　　　　②満１５歳以下で中学校３年生までの方
　　　　　　　　　　上記①・②の方で町内又は町外の医療機関でインフルエンザワクチンを接種した方

２　期　　　間　　　���������	
���������	��

３　助 成 金 額　　　１回の接種につき２，０００円
　　　　　　　　　※１回の接種料金が２，０００円に満たない場合は、かかった費用のみ町負担とします。なお、

対象の①の方については１回のみ、②の方については２回までの接種を助成対象とします。

４　手続き方法　　【町内の医療機関で接種を受けられる方】
　　　　　　　　　　①医療機関へのワクチン接種の予約は各自で行って下さい。
　　　　　　　　　　②１回の接種料金のうち、町助成分を差し引いた差額分のみ医療機関窓口でお支払い下さ

い。
　　　　　　　　　【町外の医療機関で接種を受けられる方】
　　　　　　　　　　①医療機関へのワクチン接種の予約は各自で行って下さい。
　　　　　　　　　　　ただし、�������は事前に役場保健福祉課へ接種の申し込みをして下さい。医療機

関に持参してもらう書類（予防接種依頼書）をお渡しします。
　　　　　　　　　　②ワクチンの助成金は手続き後、払い戻しとなりますので、一度病院の窓口で、全額、立

て替え払いをしてきて下さい。（接種料金は医療機関により異なります。）
　　　　　　　　　　　病院で支払いをした際にもらったインフルエンザワクチンを接種したことが明記された

領収書を役場保健福祉課まで持ってきて下さい。
　　　　　　　　　　　助成金は口座振込みとなりますので、その際に預金通帳（郵便局以外の金融機関）の口

座番号・口座名義人名をお知らせ下さい。

５　そ　の　他　　　医療機関によっては、予防接種の日時が決まっているところや予約制となっている場合が
ありますので、受診する前に各自で確認して下さい。
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☆詳細については、���������	
�

�������へお問い合わせ下さい。

�����



��������� （８）

�������	
������������
�������	
�����������������

�����������	
���������
　被用者保険の被保険者だった方は、長寿医療制度に加入してから９
月まで、納入通知書や口座振替により保険料を納めていただいていま
したが、１０月からは年金から差し引かれることになります。
　ただし、下記①か②のどちらかに当てはまる方は、これまでどおり
納入通知書や口座振替により納めていただきます。

���������	
����（介護保険料が年金から差し引かれていない方）
�������	
������������������������������ !"��

��������	
�����
　被用者保険の被扶養者だった方は、長寿医療制度に加入してから９月まで、保険料のお支払いが免除されてい
ましたが、１０月からは年金から差し引かれることになります。
　ただし、上記①か②のどちらかに当てはまる方は、納入通知書や口座振替により納めていただきます。
　なお、保険料額は、１０月から平成２１年３月までの合計で２１００円です。２１００円になっていない場合は、保健福祉
課　介護・健康保険係へお問い合わせください。

�������	
��������	������������
��������	
�������	
���������������

�������	
�

　政府管掌健康保険や組合管掌健康保険、
共済組合など、いわゆるサラリーマンの健
康保険のことです。
　市町村の国民健康保険や国民健康保険組
合は、含まれません。

北海道後期高齢者医療広域連合　　　　　　　電話０１１－２９０－５６０１
お問い合わせ先

鹿部町役場　保健福祉課介護・健康保険係　　電話０１３７２－７－５２９１

�������	
������
　メタボ対策、健康なからだづくりのためには日頃栄養バランスを考えて食事をすることが不可欠であり、自分
にとっての目安量を知ることが大切です。今月は、１日に食べる量の目安を、自分の手にのるだけの量を基準に
考える「手ばかり栄養法」を紹介します。
　「手ばかり栄養法」では、１日に食べる食材料の目安を、自分の手にのるだけの量とします（手ばかりで決め
る）。これを３度の食事（朝食・昼食・夕食）に分配します。肉・魚・卵・大豆製品は両手１杯、野菜は両手３杯、
果物は両手の人差し指と親指同士で輪を作ってその中に入る程度の量が目安になります。身体をしっかり動かす
ときはしっかり食べ、身体を動かさないときは軽く食べるようにします。また、おやつは片手にのる量、アル
コールも種類によってワンフィンガーで表現します。
　食事を食べるときの合言葉は「朝・昼しっかり、夜軽く」。おやつやアルコールも「手ばかり」でしっかりカウ
ントしましょう。
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９
月　

日
鹿
部
ロ

１２

イ
ヤ
ル
ホ
テ
ル
に
お

い
て
、
鹿
部
町
敬
老

会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

今
年
は
、
９
月　
３０

日
ま
で
に　

歳
に
な

７０

ら
れ
る
方
、　

名
を

７８１

招
待
し
、　

名
の

１９９

方
々
が
出
席
さ
れ
ま
し
た
。

　

敬
老
会
で
は
、
長
寿
・
米
寿
の
記
念

品
が
川
村
町
長
か
ら
一
人
ひ
と
り
に
手

渡
さ
れ
、
野
田
町
議
会
議
長
の
祝
辞
の

あ
と
祝
宴
に
入
り
ま
し
た
。

　

祝
宴
で
は
、
町
内
在
住
の
方
や
団
体

か
ら
、
長
寿
を
祝
う
余
興
が
披
露
さ
れ

ま
し
た
。

　

余
興
で
は
、
カ
ラ
オ
ケ
や
、
藤
間
会

に
よ
る
日
本
舞
踊
が
披
露
さ
れ
、
出
席

さ
れ
た
お
年
寄
り
の
方
々
は
、
満
面
の

笑
み
を
浮
か
べ
、
楽
し
い
一
日
を
過
ご

し
て
い
ま
し
た
。

　高齢社会を迎え、鹿部町の総人口（４，７１０人、８月末）に占める老人人口（６５歳以上）の割合は２５．５％
（１，１９９人）で、この内７０歳以上の方は、６４．１％（７６８人）を占めています。
　●　長寿者（数え年９０歳以上）４７名　※大正８年９月３０日までに生まれた人　
　●　米寿者（数え年８８歳以上）１７名
　　　町内最高高齢者は、玉野與三郎さん（９８歳）です。
　　　くれぐれもお体には十分気をつけて、いつまでもお元気で長生きしてください。
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��������� （１２）

������������������������������

４９５０．２平目５３０．５すけそ
１，１９５５６．６さんま２７，４９７３４．８たこ
２０．１はたはた１，２０６２．８さけ
９１１．４さば６０．１ます
１８１０．４福来１，３１３１２．１いか
７５３０．４まぐろ３，１９５９．０かれい
３０５１．９たら３３３０．５油子
４，１６９３４．５つぶ６９０．１黒そい
５１９０．２えび１，７５３９．６ほっけ
５０．３いわし８９０．２がや

８３３３．７その他魚類３３１．５かじか
４４，０９５１７０．９合計

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������		��

������������
　１０月は３Ｒ推進月間です。普段の買い物においてこの３Ｒを心がけた、環境にやさしい買い物を
しましょう。
　・コマメに買い物袋(マイバック)を持ち歩きましょう！（レジ袋を減らそう。）
　・包装はできるだけ少ないものを選びましょう！（過剰包装は控えよう。）
　・容器は再使用できるものを選びましょう！（詰替商品を利用しよう。）
　・再生品を選びましょう！　　　・長く使えるものを選びましょう！
　・資源やエネルギーを浪費しないものを選びましょう！

�������	
����

　会社やお店など事業活動から出るゴミは『事業系ゴミ』と言い、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」と町
条例により、事業者はすべての事業系ゴミを「自らの責任で適正に処理すること」が義務づけられています。こ
の事業系ゴミは、ゴミの種類や事業活動により「事業系一般廃棄物」「産業廃棄物」に区別されます。
　事業系ゴミを処理する際には、自ら処理施設に持ち込むか、産業廃棄物であれば道の許可を受けた収集運搬
業者に、事業系一般廃棄物であれば町の許可を受けた収集運搬業者に処理を依頼してください。
　※　処理施設や許可業者については、役場民生課にお問い合わせください。
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����� 
・すべての事業活動に伴うもの
　～燃え殻、廃油、廃プラスチック類、ゴムくず、
　　金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、
　　陶器くず　など
・特定の事業活動に伴うもの
　～建設業から生じる紙くず・木くず・繊維くず、
　　紙製造業・新聞業から生じる紙くず、木材・
　　木製品製造業から生じる木くず　など
�������	�
・上記（産業廃棄物）以外の事業系ゴミ
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月　

日
（
水
）
か
ら　

月　

日
（
金
）
ま
で
、
平
成　

年
秋
の
全
道
火
災
予
防
運
動
が
実
施

１０

１５

１０

３１

２０

さ
れ
ま
す
。

　

北
海
道
に
お
い
て
例
年
こ
の
時
期
は
、
空
気
が
乾
燥
し
強
風
が
発
生
し
や
す
く
、
一
旦
火
災
が

発
生
し
た
場
合
に
は
、
強
風
に
よ
り
大
火
災
と
な
る
危
険
性
が
高
い
為
、
火
気
の
取
扱
い
、
ス

ト
ー
ブ
の
取
り
外
し
や
煙
突
の
取
り
外
し
等
を
行
う
場
合
に
は
、
十
分
に
注
意
し
、
火
災
の
な
い

街
づ
く
り
に
ご
協
力
願
い
ま
す
。
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住
宅
用
火
災
警
報
器
は
、
煙
や
熱
を
感
知
し
て
、
警
報
音
や
音
声
で
火

災
を
知
ら
せ
る
機
器
で
す
。
煙
や
熱
を
感
知
す
る
と
作
動
し
、
就
寝
中
で

あ
っ
て
も
初
期
消
火
や
早
期
避
難
に
素
早
く
対
応
で
き
、
住
宅
火
災
の
被

害
を
最
小
限
に
食
い
止
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

鹿
部
町
内
は
平
成　

年
６
月
１
日
ま
で
設
置
に
務
め
る
よ
う
火
災
予
防

２３

条
例
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
機
器
の
設
置
に
つ
い
て
は
、��
�
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�
に
設
置
し
て
く
だ
さ
い
。
購
入
に
つ
い
て
は
、
近

隣
の
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
、
建
築
工
事
業
者
、
消
防
用
機
器
の
専
門
店
、
電

気
店
等
の
販
売
店
で
販
売
し
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
鹿
部
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
鹿
部
消
防
署
・
予
防
係
（
７－

３
３
３
１
）
へ

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
義
務
化
に
伴
い
、
不
適
切
な
訪
問
販
売
等
が
全
国
的
に
多
発
し
、

北
海
道
内
に
お
い
て
も
多
数
の
ト
ラ
ブ
ル
・
被
害
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
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等
、
い
ろ
い
ろ

な
方
法
に
よ
り
不
適
切
な
販
売
・
取
引
を
求
め
て
き
ま
す
の
で
、
ト
ラ
ブ
ル
・
被
害
に
あ
わ
な
い

よ
う
に
、
普
段
家
に
居
る
方
に
日
頃
か
ら
注
意
を
呼
び
か
け
、
訪
問
者
を
不
審
に
思
っ
た
場
合
は
、

そ
の
ま
ま
取
引
を
し
た
り
、
書
類
に
サ
イ
ン
し
た
り
せ
ず
に
鹿
部
消
防
署
（
７
‐
３
３
３
１
）
へ

連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。
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�
不
審
に
思
っ
た
訪
問
販
売
等
で
は
購
入
・

取
引
を
し
な
い
で
は
っ
き
り
断
っ
て
く
だ
さ
い
。

�������	
����
８月に観測された駒ケ岳の状況についてお知らせします。
������昭和４年火口からの噴煙の高さは火口縁上７０ｍ以下で推移し、噴煙活動は静穏な状況状況です。
������地震活動は低調に経過しました。震源は火口原の浅い所で、これまでと比べて変化はありません

でした。火山性微動は観測されませんでした。
������ＧＰＳ連続観測では、季節変動の影響も見られますが、わずかな山体膨張を示す基線長の伸びの

傾向が引き続き認められています。
�������	
��

※　火山情報は、札幌管区気象台ホームページでも閲覧することができます。ＵＲＬ：�����������	
�������
������
※　駒ケ岳の火山噴火警戒レベルは１です。

８月７月６月５月４月３月２月１月１２月１１月１０月９月

１３２２１０１２１３２１剣ヶ峯東地震回数
（山頂火口原附近）　　

０１０１００００００１０観測点Ａ地震回数
（赤井川登山道６合目附近）

００００００００００００観測点Ａ微動回数
（赤井川登山道６合目附近）
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　◎札幌市北区北７条西４－３－１
　　全国健康保険協会　北海道支部
　　℡：０１１－７２６－０３５２（代表）

�����

�������	
����������

窃盗犯認知件数全刑法犯
認知件数 計自動車盗車上狙い侵入盗

１件０件０件０件１件町　内

�������	
�����

物損事故傷者数死者数発生件数

７件０人０人０件町　内

�������	
�������

��������	
�����������������	
���

�������	
��������������

　今月は森警察所管地域での刑法犯が増加、今年の３月以降、増加傾向にあり、歯止めがかからない状況
です。
　特に無施錠での自転車盗難が発生していますので、自転車利用の方は、かならず施錠することを心がけ
ましょう。
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浄
化
槽
を
設
置
し
使
用
し
て
い

る
方
（
浄
化
槽
管
理
者
）
は
、
日

常
の
保
守
点
検
・
清
掃
と
は
別
に
、

浄
化
槽
法
に
基
づ
き
「
年
１
回
」

北
海
道
の
指
定
検
査
機
関
で
あ
る

「
北
海
道
浄
化
槽
協
会
」
に
よ
る

法
定
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　

こ
の
法
定
検
査
で
す
が
、
鹿
部

町
で
は　

月
か
ら　

月
に
か
け
て

１０

１１

行
わ
れ
ま
す
。

　

法
定
検
査
は
、
浄
化
槽
の
保
守

点
検
や
清
掃
が
適
正
に
行
わ
れ
浄

化
槽
が
正
常
に
機
能
し
、
き
れ
い

な
処
理
水
を
流
し
て
い
る
か
確
認

す
る
た
め
に
必
要
な
検
査
で
す
。

必
ず
受
検
し
ま
し
ょ
う
。

※
浄
化
槽
管
理
者
に
は
、
検
査
前

に
、
北
海
道
浄
化
槽
協
会
よ
り

「
検
査
の
お
知
ら
せ
」
が
送
付

さ
れ
ま
す
。　

月
中
に
送
付
が

１０

な
い
場
合
は
、
役
場
民
生
課

（
℡
７�
５
２
９
０
）
ま
で
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。
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筆
界
特
定
制
度
と
は
、
土
地
と

土
地
の
境
界
（
筆
界
）
が
分
か
ら

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
き
、
あ

る
い
は
筆
界
に
つ
い
て
隣
接
地
の

所
有
者
と
の
間
で
争
い
が
あ
る
よ

う
な
と
き
に
、
そ
の
筆
界
の
位
置

を
明
ら
か
に
す
る
制
度
で
す
。

　

筆
界
特
定
の
申
請
が
で
き
る
人

は
、
そ
の
土
地
を
所
有
す
る
皆
様

（
登
記
上
の
所
有
者
）
と
な
り
ま

す
。

　

申
請
に
お
け
る
経
費
は
、
申
請

の
際
に
納
付
す
る
手
数
料
と
、
筆

界
を
特
定
す
る
た
め
に
測
量
す
る

場
合
の
測
量
経
費
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、

最
寄
り
の
法
務
局
ま
で
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

◇
相
談
窓
口

　

函
館
地
方
法
務
局
地
図
整
備
・

　

筆
界
特
定
室

　

℡
０
１
３
８�
２
３�
７
５
１
１
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不
動
産
登
記
、
商
業
・
法
人
登

記
を
総
務
省
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
シ

ス
テ
ム
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
り

申
請
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
成
り
す
ま
し
、
改
ざ
ん

防
止
の
た
め
に
、
申
請
情
報
、
添

付
書
類
の
情
報
に
は
電
子
署
名
・

電
子
申
請
書
を
添
付
し
て
い
た
だ

き
本
人
確
認
を
行
な
っ
て
お
り
ま

す
。
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＊
登
記
所
窓
口
に
出
向
か
な
く
て

も
自
宅
や
オ
フ
ィ
ス
か
ら
申
請

で
き
る
。

＊
手
数
料
、
登
録
免
許
税
が
軽
減

さ
れ
る
。

＊
処
理
状
況
が
パ
ソ
コ
ン
で
確
認

で
き
、
郵
送
料
が
か
か
ら
な
い

＊
登
記
所
窓
口
が
終
了
し
て
も
、

午
後
７
時
ま
で
は
申
請
で
き
る
。

　

そ
の
他
、
詳
細
に
つ
い
て
の
お

問
合
せ
に
つ
い
て
は
、
函
館
地
方

法
務
局
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

℡
０
１
３
８�
２
３�
７
５
１
１
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月
は『
里
親
を
求
め
る
運
動
』

１０
を
展
開
中
！

　

子
ど
も
の
健
や
か
な
成
長
に
は
、

家
族
の
暖
か
い
愛
情
が
必
要
で
す
。

　

し
か
し
、
親
の
病
気
や
離
婚
あ

る
い
は
不
適
切
な
養
育
な
ど
さ
ま

ざ
ま
な
事
情
に
よ
り
、
家
庭
で
生

活
で
き
な
い
子
ど
も
た
ち
が
い
ま

す
。

　

「
里
親
制
度
」
と
は
、
こ
う
し

た
子
ど
も
た
ち
を
自
分
の
家
庭
に

あ
た
た
か
く
迎
え
入
れ
、
豊
か
な

愛
情
と
理
解
に
よ
り
子
ど
も
を
養

育
す
る
、
児
童
福
祉
法
に
基
づ
い

た
制
度
で
す
。

　

子
ど
も
が
大
好
き
で
、
養
育
に

対
し
て
熱
意
が
あ
り
、
明
る
い
家

庭
を
お
持
ち
の
方
（
原
則
と
し
て

夫
婦
）、
里
親
に
な
っ
て
み
ま
せ

ん
か
？

　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
児
童
相
談

所
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

◎
お
問
合
せ

　

北
海
道
函
館
児
童
相
談
所

　

℡
０
１
３
８�
５
４�
４
１
５
２
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建
退
共
制
度
は
、
建
設
現
場
で

働
く
方
々
の
た
め
に
、「
中
小
企

業
退
職
金
共
済
法
」
に
よ
り
国
が

作
っ
た
退
職
金
制
度
で
す
。

　

事
業
主
の
方
々
は
、
現
場
で
働

く
労
働
者
の
共
済
手
帳
に
働
い
た

日
数
に
応
じ
掛
金
と
な
る
共
済
証

紙
を
貼
り
、
そ
の
労
働
者
が
建
設

業
界
で
働
く
こ
と
を
や
め
た
と
き

に
建
退
共
か
ら
退
職
金
を
支
払
う

と
い
う
、
建
設
業
界
全
体
で
の
退

職
金
制
度
で
す
。
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建
設
業

を
営
む
方

�
�
�
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建
設
業

の
現
場
で
働
く
人

�
�
�

�

日
額　

円
３１０

○
国
の
制
度
な
の
で
安
全
、
確
実
、

手
続
は
簡
単

○
掛
金
の
一
部
を
国
が
助
成

◎
お
問
合
せ

　

独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退
職
金

　

共
済
機
構
建
退
共
事
業
本
部

　

℡
０
３�
５
４
０
０�
４
３
１
６
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「
出
前
講
座
」
は
、
登
記
や
戸

籍
、
供
託
な
ど
、
み
な
さ
ま
が
お

選
び
に
な
っ
た
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、

法
務
局
職
員
が
講
師
と
し
て
説
明

さ
せ
て
い
た
だ
く
も
の
で
す
。

�
�
�

�

当
局
管
内
に
在
住
、
勤

務
す
る
お
お
む
ね　

名
以
上
の

１０

グ
ル
ー
プ

�
�
�
�
�

�

開
催
希
望
日
の
３

週
間
前
ま
で
に
法
務
局
総
務
課

へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

�
�
�

�

講
師
料
は
無
料
で
す
が
、

会
場
の
利
用
料
が
か
か
る
場
合

は
受
講
者
負
担
と
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

�
�
�

�

お
申
し
込
み
さ
れ
た
グ

ル
ー
プ
の
方
が
用
意
し
た
会
場

で
行
い
ま
す
。

◎
お
問
合
せ

　

函
館
地
方
法
務
局
総
務
課
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平成２０年８月３１日現在
（　　）は前月比です

世帯数　１，８１９世帯（＋１）
　男　　２，３０２ 人 （＋５）
　女　　２，４０８ 人 （＋３）
　計　　４，７１０ 人 （＋８）

●６５歳以上の人口 １，１９９人
　高齢化率　　　　２５．５％
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土　

屋　

清　

美
さ
ん

松　

本　

勝　

美
さ
ん �

�
�

七
五
歳

七
三
歳 �

�鹿
部

本
別
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伊　

藤　
　
　
 
緩 
く
ん

か
ん

木　

村　
 
海  
夏  
斗 
く
ん

み 

な 

と

三　

上　
 
康  
太  
朗 
く
ん

こ
う 
た 
ろ
う

松　

川　
　
　
 
颯 
く
ん

は
や
て

�
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�

昌　

彦
渡

貴　

人
司

�
�宮

浜
宮
浜

宮
浜

宮
浜
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（
注
）お
誕
生
、
お
く
や
み
欄
に
つ
い
て
の

掲
載
は
、
役
場
民
生
課
窓
口
で
掲
載
承
諾

を
頂
い
て
載
せ
て
お
り
ま
す
。
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